
 

 

2026 年 4 月入学者用の入学案内・募集要項です。 

データファイルでは「志望動機書」「小論文」は省略して

います。 

 

2027 年 4 月入学者用の入学案内・募集要項は

2026 年 10月頃に掲載予定です。 

 

冊子をご希望の方は、 

以下、URLから資料を請求してください。 

https://form.e-v-o.jp/media/jcsw/standard/step1 
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
                （職種コードが02の方は、 注意事項を参照）

児童養護施設 ０６

・児童指導員［01］
・保育士［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・職業指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
・里親支援専門相談員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

福祉型障害児入所施設
（知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む） ０７

・児童指導員［01］
・保育士［01］
・児童発達支援管理責任者［01］
・心理担当職員［01］
・職業指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童心理治療施設
（ 旧：情緒障害児短期治療施設） ０８

・心理療法担当職員［01］
・児童指導員［01］
・保育士［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童相談所 ０９

・児童福祉司［01］
・児童心理司［01］
・受付相談員［01］
・相談員［01］
・電話相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・児童指導員［01］
・保育士［01］
★その他（職種名を記入）［02］

母子生活支援施設 １０

・母子支援員［01］
・少年を指導する職員［01］
・心理療法担当職員［01］
・個別対応職員［01］
・保育士［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害児相談支援事業を行う施設 １１
・相談支援専門員［01］
・相談支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-(4)

1-(5)

1-(6)

1-(10)

1-(11)

1-(8)

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、 
 職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項を必ず確認して
ください。
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
              （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

児童自立支援施設 １２

・児童自立支援専門員［01］
・児童生活支援員［01］
・個別対応職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
・職業指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童家庭支援センター １３
・  「児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準」第88条の３第１項に規定する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童自立生活援助事業を行う施設 ５６
・相談援助業務を行う指導員［01］
・自立支援担当職員［01］
・個別対応職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

里親支援センター ８４

・里親制度等普及促進担当者［01］
・里親等支援員［01］
・里親研修等担当者［01］
・市町村連携支援員［01］
・養親等相談支援員［01］
・自立支援担当職員［01］
・家庭支援専門相談員［01］
・心理療法担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

社会的養護自立支援拠点事業を行う施設 ８５
・支援コーディネーター［01］
・生活相談支援員［01］
・就労相談支援員［01］

妊産婦等生活援助事業を行う施設 ８６ ・支援コーディネーター［01］
・母子支援員［01］

一時保護施設 ８７
・児童指導員［01］
・保育士［01］
・心理療法担当職員［01］
・個別対応職員［01］

養育支援訪問事業を行っている事業所 ８８ ・訪問支援者［01］

親子再統合支援事業を行っている事業所 ８９ ・相談援助業務を行っている職員［01］

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

民間あっせん機関 ９０ ・養子縁組あっせん責任者［01］
・相談員［01］

子ども・若者育成支援推進法

子ども・若者総合相談センター ９１ ・相談援助業務を行っている職員［01］

地域保健法

保健所 １４
・精神保健福祉相談員［01］
・社会福祉士［01］
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・心理判定員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

市町村保健センター １５

1-(12)

1-(13)

1-(9)

1-(14)

3-(17)

3-(18)

3-(20)

3-(23)

3-(24)

3-(19)

3-(22)

1-(2)

1-(2)
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
           （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

医療法

病院
（精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る） １６ ・精神科ソーシャルワーカー［01］

・医療ソーシャルワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］診療所

（精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る） １７

生活保護法

救護施設 １８ ・生活指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］更生施設 １９

被保護者就労支援事業を行う事業所 ５７ ・就労支援員［01］

被保護者就労準備支援事業を行う事業所
被保護者家計改善支援事業を行う事業所
子どもの進路選択支援事業を行う事業所
被保護者地域居住支援事業を行う事業所

５８

・就労支援員［01］
・被保護者就労準備支援担当者［01］
・家計改善支援員［01］
・相談支援に従事する者［01］
・居住支援員［01］

就労支援事業を行う事業所
［自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業］ ７８ ・就労支援員［01］

日常生活支援住居施設
3-(16)

８３ ・生活支援員［01］
・生活支援提供責任者［01］

地方自治体

市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 ２０ ・精神保健福祉相談員［01］
・社会福祉士［01］
・精神科ソーシャルワーカー［01］
・心理判定員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 ２１

町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署 ２２
生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立相談支援事業を行う自立相談支援機関 ５９ ・主任相談支援員［01］
・相談支援員［01］
・就労支援員［01］
・就労準備支援担当者［01］
・家計改善支援員［01］

生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所 ６０

生活困窮者家計改善支援事業を行う事業所 ６１
社会福祉法

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業 ６２ ・専門員［01］

市町村社会福祉協議会 ２４
・福祉活動専門員［01］
・  相談援助業務（主として身体障害者、知的障害者、精
神障害者に対するものに限る）に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-(1)

1-(1)

1-(16)

1-(16)

3-(3)

3-(3)

3-(3)

1-(2)

1-(2)

1-(2)

3-(7)

3-(7)

3-(7)

3-(4)

1-(18)

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、 
職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項を必ず確認して
ください。
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
            （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

福祉事務所 ２３

・査察指導員［01］
・身体障害者福祉司［01］
・知的障害者福祉司［01］
・老人福祉指導主事［01］
・現業員［01］
・家庭児童福祉主事［01］
・家庭相談員［01］
・面接員に相当する職員［01］
・女性相談支援員［01］
・母子・父子自立支援員［01］
・母子・父子自立支援プログラム策定員［01］
・就業支援専門員［01］
・  生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護
者就労支援事業に従事する就労支援員［01］

・ 「セーフティネット支援対策等事業の
実施について」別添1の3（1）に規定
する就労支援事業に従事する就労支援
員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

知的障害者福祉法

知的障害者更生相談所 ２５

・知的障害者福祉司［01］
・心理判定員［01］
・職能判定員［01］
・ケース・ワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

法務省設置法

保護観察所 ２６
・社会復帰調整官［01］
・保護観察官［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者の雇用の促進等に関する法律

広域障害者職業センター ２７ ・障害者職業カウンセラー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域障害者職業センター ２８
・障害者職業カウンセラー［01］
・職場適応援助者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者就業・生活支援センター ２９

・主任職場定着支援担当者［01］
・主任就業支援担当者［01］
・就業支援担当者［01］
・生活支援担当職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性相談支援センター ６３
・相談支援員［01］
・心理支援員［01］
・女性相談支援員［01］

女性自立支援施設 ６４ ・入所者の自立支援を行う職員［01］

1-(17)

1-(19)

1-(25)

1-(20)

1-(21)

1-(22)

3-(2)

3-(2)

選
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
            （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

刑事収容施設法

刑事施設 ６５
・刑務官［01］
・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］
・福祉専門官［01］

少年院法

少年院 ６６
・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］
・福祉専門官［01］

少年鑑別所法

少年鑑別所 ６７ ・法務教官［01］
・法務技官（心理）［01］

更生保護事業法

更生保護施設 ３０

・補導に当たる職員［01］
・福祉職員［01］
・薬物専門職員［01］
・訪問支援職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

発達障害者支援法

発達障害者支援センター ３１
・相談支援を担当する職員［01］
・就労支援を担当する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）

地域生活支援事業

日中一時支援事業を行っ
ている施設 ６８

・  相談援助業務に従事する職員［01］障害者相談支援事業を
行っている施設 ６９

障害児等療育支援事業を
行っている施設 ７０

一般相談支援事業を行う施設 
（相談支援事業を行う施設であった期間を含む） ３９ ・相談支援専門員［01］

★その他（職種名を記入）［02］

3-(15)

3-(15)

3-(15)

1-(24)

1-(26)

3-(10)

3-(10)

3-(10)

1-(30)

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、
職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項を必ず確認して
ください。
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施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
            （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

障害福祉サービス事業

生活介護を行う施設 ３２ ・生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］自立訓練を行う施設 ３３

就労移行支援を行う施設 ３４

・職業指導員［01］
・生活支援員［01］
・就労支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就労継続支援を行う施設 ３５
・職業指導員［01］
・生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就労定着支援を行う施設 ５４
・就労定着支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
・相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

自立生活援助を行う施設 ５５
・地域生活支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
・相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

短期入所を行う施設 ３６

・  相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

重度障害者等包括支援を
行う施設 ３７

共同生活援助を行う施設
（共同生活介護であった期間を
含む）

３８

特定相談支援事業を行う施設 
 （相談支援事業を行う施設であった期間を含む） ４０

・相談支援専門員［01］
・相談支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

障害者支援施設 ４１
・生活支援員［01］
・就労支援員［01］
・サービス管理責任者［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域活動支援センター ４２ ・指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

福祉ホーム ４３ ・管理人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

基幹相談支援センター ７１ ・  相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

1-(27)

1-(27)

1-(27)

1-(27)

1-(28)

1-(28)

1-(28)

1-(28)

1-(28)

1-(31)

1-(29)

1-(32)

1-(33)

1-(34)
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注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、 
職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項を必ず確認して
ください。

施設（事業）種類
（いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る）

施設
コード

職種［職種コード］
  （職種コードが02の方は、注意事項を参照）

介護保険法

地域包括支援センター ７２

・  包括的支援事業に係る業務を行う職
員（※1）（介護保険法第115条の45第
２項第４号から第５号までに掲げる
事業を除く）［01］
★その他（職種名を記入）［02］

注意事項
（※1）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験する
ことができません。通知の内容を必ず確認してください。

職業安定法

公共職業安定所 ７３ ・ 精神・発達障害者雇用サポーター［01］
・障害学生等雇用サポーター［01］

その他

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行う施設 ４９
・地域体制整備コーディネーター［01］
・地域移行推進員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援を行う施設 ７４
・  相談援助業務に従事する職員（医師、
保健師、看護師、作業療法士、その他
医療法に規定する病院として必要な職
員を除く）［01］

第1号職場適応援助者助成金
又は訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 ７５

・  第1号職場適応援助者養成研修又は訪
問型職場適応援助者養成研修を修了し
た職員であって、職場適応援助を行っ
ている者［01］

訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 ７６
・  訪問型職場適応援助者養成研修を修了
した職員であって、職場適応援助を
行っている者［01］

スクールソーシャルワーカー活用事業を行う施設 ５０ ・スクールソーシャルワーカー［01］
★その他（職種名を記入）［02］

就業支援事業を行う施設
［ひとり親家庭等就業・自立支援事業実施要綱に基づく事業］ ７７ ・就業相談業務を行う相談員［01］

ひきこもり地域支援センター ７９ ・  ひきこもり支援コーディネーター［01］

地域生活定着支援センター ８０ ・  相談援助業務に従事する職員［01］

ホームレス自立支援事業を行う施設 ５１ ・生活相談指導員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

地域若者サポートステーション ８１ ・  相談援助業務に従事する職員［01］

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 ８２ ・支援コーディネーター［01］

子ども家庭総合支援拠点 ９２ ・相談援助業務を行っている職員［01］

その他厚生労働大臣が個別に認めた施設
※  別途基準、申請様式がありますので、事前に電話で連絡してください。 ９９ ・  精神保健福祉に関する相談援助業務に

従事する相談員

1-(23)

3-(13)

2-(1)

3-(8)

3-(11)

3-(12)

2-(2)

3-(1)

3-(5)

3-(6)

2-(3)

3-(14)

3-(9)

3-(21)

3-(25)

実実務経験の個別認定を希望する場合は第1期募集期間のみ受け付けます。
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※ 以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期
間は、精神保健福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

精神障害者地域生活援助事業を行う施設 ４４ ・世話人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

精神障害者社会復帰施設 ４５
・精神障害者社会復帰指導員［01］
・管理人［01］
★その他（職種名を記入）［02］

知的障害者援護施設 ４６ ・生活支援員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

児童デイサービス ４７ ・  相談援助業務に従事する職員［01］
★その他（職種名を記入）［02］

注意事項
職種コードが「★その他（職種名を記入）」に該当する方は、 
職種「★その他」（職種コード 02）に関する注意事項を必ず確認して
ください。
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